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大阪府市統合本部事務局府市統 本部事務



大阪府市統合本部の機能

◆大都市制度のあり方など府市共通の課題に関し、行政として協議し、重要事項の方針を決める
都市制度 検討や 域行政 重行政 仕分 行 府市 重 事 協議⇒大都市制度の検討や広域行政・二重行政の仕分けを行うとともに、府市共通の重要事項の協議

などを行う

大都市制度の検討

1.制度

大都市制度の検討府市統合本部
制度設計

2.事務事業

広域行政・二重行政の仕分け、
一元化案の検討

本部長＝知事

副本部長＝市長

府市戦略の協議
副知事、（副市長）

府市協議
3.政策一致

府市戦略の協議
※府市共通で取組むべき政策など重要事項の
意思決定

府市ＰＴ長
府市協議
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≪府市統合本部の役割≫

●府市戦略の協議●大都市制度 ●広域行政・二重行政

制 度 設 計 府 市 協 議

●府市戦略の協議

ex.
成長戦略

●大都市制度

◎制度設計の深化

●広域行政 二重行政
◆A：経営形態の変更
◎地下鉄 ◎公営住宅
◎バス ◎病院
◎水道 ◎文化施設 ・成長戦略

・うめきた（北ﾔｰﾄﾞ）
・原子力、電力政策
・文化行政

◎制度設計の深化
ex.
・府、市、区の事務分掌
・広域機能の一元化

◎水道 ◎文化施設
◎大学 ◎港湾
◎一般廃棄物 ◎市場
◎消防 など 文化行政

・公務員制度改革
・教育基本条例
・職員基本条例
24年度当初予算で

広域機能の 元化
・区のあり方
・組織人事
・財政調整
具体の法改正事項

◎消防 など

◆B：統合により効率化、ｻｰﾋﾞｽ向上
ex.
◎信用保証協会

・24年度当初予算で
府市統合を象徴する
目玉事業

・具体の法改正事項
◎協議会の準備
◎国（地制調）への発信、
協議

◎信用保証協会
◎府立産業技術総合研究所と
市立工業研究所
◎府立公衆衛生研究所と
市立環境科学研究所

協議

など

市立環境科学研究所

◆C：事務事業の再編
◎「関西広域連合」「広域自治体」
「府市共同法人」「水平連携」「府市共同法人」「水平連携」
「基礎自治体」「廃止」へ仕分け
⇒ 政策整合、事務見直し等 2



 
「新区長」の決定権について 

～区シティ･マネージャーの設置～ 
 
区シティ･マネージャーの設置 

   区役所に分掌されていない事務のうち区長に決定権を持たせる事務について、

行政区単位で、各局横断的に総理し局長以下を指揮監督する新たな職(区シティ･

マネージャー)を設置して、区長をもって充てることとする。 

   なお、この新たな職は市規則で設置する。（内部組織を持たない単独の職であ

るため、地方自治法第 158条第 1項後段の｢長の直近下位の内部組織｣には該当し
ないと解される。） 

 

  ※ ｢シティ･マネージャー｣の名称について 

シティ･マネージャー制は、議会が行政や都市経営の専門家(シティ･マネージャー)を任

命し、議会が決定した政策の実行に対して全ての責任を与える制度でアメリカ合衆国の自

治体等で多く採用されている。(カウンシル･マネージャー型) 

区シティ･マネージャーは市長の任命する補助職員という意味において本来のシティ･マ

ネージャーとは異なるものであるが、区の区域内の基礎自治に関する施策や事業の実質的

な責任者という点において、その職責を端的に表現していると考えられる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 決定権を有する事務について

総理し、局長等を指揮監督 

区役所に分掌された事務を 

掌理し、区の職員を指揮監督 

新区長の２つの顔 

区  長 

地方自治法上の 

区役所の長 

区シティ・マネージャー 

区の区域内の 

基礎自治に関する施策や 

事業の実質的な責任者 

資料２

平成 24年 6月 27日 
戦略会議資料抜粋 



資料３

大阪の成長戦略（素案）（平成24年8月版）

①目標（概ね2020年までの10年間を目途）

大阪府・大阪市の全体最適化を図る観点から成長戦略を一本化

①目標（概ね2020年までの10年間を目途）

・実質成長率 年平均2％以上
・雇用創出 年平均1万人以上

「高付加価値化」「対内投資拡大」「消費・雇用拡大」により

雇 創 年

・訪日外国人 2020年に年間650万人が大阪に
貨物取扱量 2020年に関空60万トン増、阪神港190万TEU増

②大阪・関西がめざすべき方向性②大阪 関西がめざすべき方向性

価値創造都市
先端技術産業・人材の集積拠点、国際標準の競争環境が整った都市

アジアと日本各地の結節点 玄関口

ハイエンド都市

アジアと日本各地の結節点・玄関口
自由都市

③成長のための5つの源泉

中 継 都 市

内外 集客力強化・内外の集客力強化

・人材力強化・活躍の場づくり

・強みを活かす産業・技術の強化

・アジア活力の取り込み強化・物流人流インフラの活用

・都市の再生



平成２３年１１月１日施行

資料４

大阪市中小企業振興基本条例
を施行しました！

市内事業所の99％を占める中小企業は 地域の経済や社会市内事業所の99％を占める中小企業は、地域の経済や社会、
市民の皆様の生活を支えています。

大阪市では、この条例に基づき、中小企業支援機関、経済
団体、大企業や市民の皆様と一体となって、中小企業の皆様
の発展を支援してまいります！

大阪市 大企業・市民

連 携

中小企業振興施策を
総合的に実施

行政・経済団体・
研究機関・市民・大企業

等との連携

中小企業

中小企業の役割の
重要性を理解

中小企業振興施策や
中小企業の発展に協力

経営基盤の強化・経営革新

地域社会との協働

中小企業

地域経済の持続的発展、豊かな地域社会の実現へ！



【中小企業振興の基本理念】

◆中小企業の方々が力を発揮し、成長する環境を、本市、市民、企業が一体となってつくりあげていくと
いう本市の中小企業振興施策に取り組む姿勢を明らかにしています。

【本市の責務】

条例の主な内容

【本市の責務】

◆本市は、

・市域の特性を踏まえ、また、中小企業の皆様のご意見を反映しながら、国や他都市、経済団体、大
学等の研究機関、大企業、市民の皆様方などと連携を図り、施策を策定・実施します。

【中小企業者の努力】

◆中小企業の皆様が、

・社会経済環境の変化に応じ、自主的に経営基盤の強化及び経営革新に努めること

・地域社会の一員としての社会的責任を自覚し、地域社会と協働して地域の発展に取り組むこと

を定めています。

【大企業者の役割】

◆大企業の皆様が、

地域社会 員と 社会的責任を自覚するととも 中小企業と 連携 協力 努める と・地域社会の一員としての社会的責任を自覚するとともに、中小企業との連携・協力に努めること

・大阪・関西の経済発展における中小企業振興の重要性を理解し、本市の施策に協力するよう努める
こと

を定めています。

【市民の理解と協力】

◆市民の皆様が、

・市民生活の向上における中小企業振興の重要性を理解し、中小企業の健全な発展に協力するよう努
めること

を定めています。

【施策の基本方針】

◆本市では、この条例により、大阪産業創造館や大阪市立工業研究所などの支援機関とともに、国や他都
市、経済団体等と連携し、各種中小企業振興施策を総合的に実施してまいります。市、経済団体等 連携 、各種中小企業振興施策を総合的 実施 ま ります。

１．中小企業の皆様が直面する経営課題に対応し、資金調達の円滑化、人材育成、新事業展開をはじめ
とする経営基盤の強化及び経営革新を促進する施策を実施します。

２．中小企業の皆様の創業や事業の継承を促進します。

３．新市場やグローバル市場の開拓に向け、中小企業の皆様の成長産業分野への参入や海外への事業展
開を支援します。

４ 地域経済の発展に向け、中小企業の皆様が地域社会と協働して取り組む活動を促進します。４．地域経済の発展に向け、中小企業の皆様が地域社会と協働して取り組む活動を促進します。

５．中小企業の皆様の公共調達における受注機会の増大に取り組みます。

※条文は、大阪市経済局ホームページでご覧いただけます。

大阪市の中小企業支援施策については、 大阪市経済局ホームページや
「中小企業サポ トメ ご覧 ただけます

＜お問合せ先＞
大阪市 経済局 総務部 企画課 （企画）
電話 ： 06－6615－3731

「中小企業サポートメニュー」でご覧いただけます

http://www.city.osaka.lg.jp/keizaikyoku/
再生紙を使用しています

平成24年1月発行
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大阪市中小企業振興基本条例 

 

自由闊達で進取の気風に富む大阪が育んだ商人や企業家は、世界に先駆けて先物取引

を開始し、斬新なアイデアで新たな商品を創出するなど、その創造性により社会に変革

を生み、日本経済の発展に貢献するとともに、人々の生活に豊かさや潤いをもたらして

きた。また、大阪で花開いた多彩な芸術文化、川を生かしたまちづくりなども、商人や

企業家の高い志に支えられてきたものである。 

このような企業家精神を受け継ぐ大阪の中小企業は、高度な技術や独創的なアイデア、

卓越した機動力を持ち、たゆまぬ革新や積極果敢な挑戦により、様々な難局を乗り越え

ながら経済成長を牽引し、市民の雇用やくらしを支える極めて大きな役割を果たしてい

る。さらに、まちづくりや文化の継承など、地域社会の形成においても、中小企業はそ

の一員として、欠かすことのできない役割を担い、まちの発展に大きく寄与している。 

しかしながら、中小企業を取り巻く状況は、グローバル化に伴う急激な経営環境の変

化や、少子高齢化による内需の減退、環境・エネルギー面での制約などにより、日々厳

しさを増している。こうした中で、中小企業の果たす役割の重要性を踏まえ、中小企業

が飛躍のチャンスを見出し、国内外の需要の変化を捉えた新市場やグローバル市場の開

拓に向けて、その力を存分に発揮し成長できる環境を、市民、企業、行政が一体となっ

てつくりあげ、大阪及び関西の持続的な経済発展や豊かな地域社会の実現につなげてい

かなければならない。 

そこで、中小企業の振興に向けた基本理念等を明らかにし、施策を総合的に推進する

ため、ここに、この条例を制定する。 

            

（目的） 

第１条 この条例は、中小企業が地域経済において果たす役割の重要性に鑑み、本市の

責務や中小企業者の努力等について明らかにするとともに、中小企業の振興について

本市の施策の基本となる事項を定めることにより、中小企業の健全な発展、市内経済

の活性化及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

⑴ 中小企業者 中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第２条第１項各号のい

ずれかに該当する者で、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。 

⑵ 大企業者 中小企業者以外の事業者で、市内に事務所又は事業所を有するものを

いう。 
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（本市の責務）  

第３条 本市は、この条例の趣旨にのっとり、市域の特性を踏まえて、中小企業の振興

に関する施策を総合的に実施しなければならない。 

２ 本市は、中小企業の振興に関する施策の策定及び実施にあたっては、中小企業者の

実態を把握するとともに、中小企業者等の意見を反映し、国、関係地方公共団体、中

小企業及び地域産業の振興を目的とする団体（以下「中小企業に関する団体」という。）、

大学等の研究機関、海外機関、大企業者及び市民との連携を図るよう努めなければな

らない。 

 

（中小企業者の努力） 

第４条 中小企業者は、社会経済環境の変化に応じ、自主的に経営基盤の強化及び経営

革新に努めるものとする。 

２ 中小企業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、地域社会と

協働して、地域の発展に積極的に取り組むものとする。 

 

（大企業者の役割） 

第５条 大企業者は、事業活動を行うにあたっては、地域社会を構成する一員としての

社会的責任を自覚するとともに、中小企業者との連携及び協力に努めるものとする。 

２ 大企業者は、中小企業の振興が大阪及び関西の経済発展において果たす役割の重要

性を理解し、本市が実施する中小企業の振興に関する施策に協力するよう努めるもの

とする。 

 

     （市民の理解と協力） 

第６条 市民は、中小企業の振興が市民生活の向上において果たす役割の重要性を理解

し、中小企業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。 

 

（施策の基本方針） 

第７条 本市は、中小企業の振興に関する施策の実施にあたっては、本市の中小企業支

援機関とともに、広く国、関係地方公共団体及び中小企業に関する団体等との緊密な

連携並びに施策の一体的な展開を図りながら、次に掲げる事項を基本として行うもの

とする。 

⑴ 中小企業の経営方法の改善、技術の向上、資金調達の円滑化及び人材育成等を図

ることにより、経営基盤の強化を促進すること 

⑵ 中小企業の創業及び事業の継承を促進すること 

⑶ 中小企業が事業者及び大学等の研究機関等との連携を図り、創意工夫を生かして

取り組む技術及びサービスの開発並びに新事業展開を促進すること 

⑷ 地域の強みを生かした中小企業の成長産業分野への参入を促進すること 
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⑸ 中小企業のアジアをはじめとした海外への事業展開及び海外企業等との連携を

促進すること 

⑹ 市が行う工事の発注、物品及び役務の調達等にあたって、予算の適正な執行並び

に透明かつ公正な競争及び契約の適正な履行の確保に留意しつつ、中小企業者の受

注機会の増大に努めること 

⑺ 中小企業が地域経済の発展に向けて、地域社会と協働して取り組む活動を促進す

ること 

⑻ 中小企業の振興に関する市民の理解を深め、協力を促進するための施策を推進す

ること 

 

（実施状況の公表） 

第８条 市長は、毎年、中小企業の振興に関する施策の実施状況を市民に公表しなけれ

ばならない。 

 

（財政上の措置） 

第９条 本市は、中小企業の振興に関する施策を推進するため必要な財政上の措置を講

ずるよう努めるものとする。 

 

附 則 

この条例は、平成 23 年 11 月 1 日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料５

経済局施策の概要

経済局経済局

平成24年12月3日



経済局の目標、使命、運営の基本方針

・経済主体である企業が活発に活動し、持続的に発展できる都市を実現すること

局の目標

局の使命

・都市機能を支える税収や市民の雇用・所得の維持・増大に向けて、経済主体である企業の事業活動の円
滑化・活発化や地域経済の活性化につながるよう、中小企業の経営基盤の強化や成長への挑戦を支える
取組を推進し、ビジネス環境を向上させること

局運営の基本方針

・大阪市中小企業振興基本条例の理念のもと、大阪経済の主要な担い手である中小企業が事業を継続・発
展できるよう、企業・地域ごとの実情や課題・ニーズに的確に対応し、課題解決や経営力強化の支援を
着実に推進する。

局運営の基本方針

・特に大阪・関西の経済成長に向けて、「大阪の成長戦略（素案）」のもと大阪府との連携を深め、意欲
ある中小企業の成長分野や海外市場への参入促進に重点的に取り組む。また、活力ある地域社会の実現
に向け、市政改革プランのもと区役所と一層連携を図りながら、企業をはじめ地域が一体となった経済
活性化の取組を推進し 地域の課題解決や経済活力の創出につなげていく活性化の取組を推進し、地域の課題解決や経済活力の創出につなげていく。
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経済局における中小企業支援の取組

中小企業の実態や課題・ニーズ等の的確な把握、施策の企画立案への反映や情報発信の強化など、

中小企業支援の取組の方向性

中 業 実態 課題 等 確 把握、施策 画 案 反映 情報発信 強 、
局のマーケティング活動を強化し、中小企業への支援サービスを充実・提供

中小企業の経営基盤強化、
創業の支援

市政改革プラン 大阪の成長戦略
地域経済の活性化に
向けたきめ細かな

施策展開

成長分野や海外市場
へのチャレンジ促進

中小企業 営基盤強化 創業 支援

施策展開
促進

■中小企業の経営基盤強化、創業の支援

・産業創造館において、経営相談や販路開拓、資金調達の円滑化といった事業継続・経営力強化のための支援を展開
・工業研究所において、技術相談や技術・製品開発等を支援し、企業の技術面の課題解決と高付加価値な製品開発等を促進

■地域経済の活性化に向けたきめ細かな施策展開■地域経済の活性化に向けたきめ細かな施策展開

・区役所における適切な支援サービスへの誘導や経営相談の実施など、地域でのきめ細かな支援サービスを展開
・企業をはじめ地域の経済団体、ＮＰＯ等の多様な主体が協働し、地域が一体となった経済活力向上の取組を支援
・地域商業集積やものづくり企業集積の活性化を促進

■成長分野や海外市場へのチャレンジ促進

・意欲ある中小企業の成長分野（「環境・エネルギー」「健康・医療」、「クリエイティブ・デザイン」）への参入を促進
・海外市場ニーズを捉えた製品開発、見本市出展等による販路開拓を支援し、中小企業の海外市場への展開を促進 2



経営力の強化 成長する産業分野 拡大する海外市場

中小企業の経営基盤強化、

創業の支援

成長分野や海外市場への

チャレンジ促進

強みを活かした高付加価値型企業への転換を促進 実情やニーズ

の把握
情報の共有企

業
の
声

地域中小企業の活性化と成長産業の担い手の育成

創業 支援 チャレンジ促進

産業創造館（経営面の支援） 工業研究所（技術面の支援） 海外販路開拓の支援

【経済局】

企業との信頼関係の醸成企業との信頼関係の醸成

企業ニーズや課題に応じた

効果的な施策・事業の推進

声

産業創造館（経営面の支援）

・経営課題解決、販路拡大等の支援
・企業ネットワークをさらに拡げ、
チャレンジする中小企業をタイム
リーに支援

工業研究所（技術面の支援）

・技術課題解決、技術・製品開発
等の支援
・成長産業の事業化プロジェクトを
先導、中小企業を先端分野につなぐ

海外販路開拓の支援

・海外市場販路開拓支援
・中小企業の優れた製品・
技術を海外の成長市場に
つなぐ

企業との信頼関係の醸成企業との信頼関係の醸成

施策への

フィードバック

的確な

情報発信

潜在力や意欲のある企業を発掘、きめ細かく支援

（検証、改善、
新たな取組の

立案等）

地域経済の活性化に向けたきめ細かな施策展開

◆地域の実情を的確に把握 ◆地域の中小企業に支援策を浸透
・企業への個別訪問の強化 ・区役所における適切な支援サービスへの誘導や経営相談の実施
・意見交換会の実施 など ・地域の主体的な経済活性化の取組を支援 など

地域の中小企業 地域経済の活性化

3



１　重点的に取り組む主な経営課題
主な経営課題

平成２５年度　局運営の基本方針（何に重点的に取り組むのかなど、選択と集中の方針を示す）
大阪市中小企業振興基本条例の理念のもと、大阪経済の主要な担い手である中小企業が事業を継続・発展できるよう、企業・地域ごとの実情や課題・ニーズに的確に対応し、課題解決や経営力強化の支援を着実に推進する。
特に大阪・関西の経済成長に向けて、「大阪の成長戦略（素案）」のもと大阪府との連携を深め、意欲ある中小企業の成長分野や海外市場への参入促進に重点的に取り組む。また、活力ある地域社会の実現に向け、市政改革プランのもと区役所と一層連携を図りながら、企業をはじめ地
域が一体となった経済活性化の取組を推進し、地域の課題解決や経済活力の創出につなげていく。

主な戦略 主な具体的取組（２５年度算定見込額）

平成２５年度　経済局運営方針（素案）
(局 長：　魚井 優 ）　　

局の目標（何をめざすのか） 局の使命（どのような役割を担うのか）

経済主体である企業が活発に活動し、持続的に発展できる都市を実現すること
都市機能を支える税収や市民の雇用・所得の維持・増大に向けて、経済主体である企業の事業活動の円滑化・活発化や地域経済の活性化につ
ながるよう、中小企業の経営基盤の強化や成長への挑戦を支える取組を推進し、ビジネス環境を向上させること

全体概要

様式１11月15日時点 資料６

1

主な経営課題
【経営課題１　企業のニーズ・課題等に即応する施策・事業の
推進】
・中小企業がそれぞれの強みを伸ばし、経営環境の変化や経営課
題を克服していけるよう、社会経済情勢や企業ニーズを的確にとらえ
るとともに、大阪府や経済団体など幅広い組織・機関等との連携強
化を図りながら、企業のニーズや課題に即応する施策・事業を適時
適切に実施し、中小企業の活性化に取り組んでいく。

【経営課題２　中小企業の経営基盤強化、創業の支援】
・大阪経済の活力の維持・向上を図るうえでは、中小企業が様々な
環境変化や経営課題を乗り越えながら活発に事業活動を展開するこ
とが不可欠であり、そのための様々な支援策を経済情勢の変化に機
動的に対応しながら着実に推進する。
・府をはじめ関係機関とも連携し、それぞれの強みを活かして、中小
企業の経営基盤強化や持続的な発展に向けた支援策の効果的な推
進を図る。

【２－１　中小企業の経営革新・経営基盤強化の支援】
・中小企業の抱える経営課題が複雑化・高度化する中、経営課題の解決や販路開拓、
円滑な資金調達等に向けて専門性・柔軟性・機動性のある支援事業の展開を図り、中
小企業の経営基盤の強化や経営革新につなげる。

【２－１－１　経営課題の解決、経営力強化の支援】
〇大阪産業創造館等における経営力強化の支援
・大阪産業創造館において、行政の「公益性、中立性、継続性」と、民間の「専門性、柔軟性、収益性」の双方を発揮できる関係支援機関による運営を図り、支援事
業を展開する。
・様々な分野の専門家によるコンサルティングやセミナー開催等を通じ、中小企業の経営課題の解決や経営革新・経営力強化を支援するとともに、「事業承継」な
どをはじめとしたテーマを設定して事業の持続的な発展を支援するなど、社会経済情勢の変化や企業ニーズに即応した支援事業を展開する。
・市場のニーズや販路を熟知したアドバイザーによる多様なマッチング機会の提供や、豊富な経験と人脈を有する企業OBが優れた技術を持つ企業に提携先等の
紹介を行う。[算定見込額　350百万円　※2－3－1含む]

【２－２　ものづくりの支援】
・地方独立行政法人大阪市立工業研究所の専門性や柔軟性、機動性を活かし、中小製
造業の技術課題の解決や産学官連携による新たな技術・製品の開発を支援すること

【２－２－１　技術・製品開発や人材育成の支援】
○工業研究所における技術面の支援
・工業研究所において 技術相談や試験分析 受託研究に対応するとともに 共同研究開発プロジェクトの組成や推進 実用化を支援し 中小企業の抱える技術

主な戦略 主な具体的取組（２５年度算定見込額）
【１－１　中小企業支援にかかるマーケティング機能強化の取組】
・市内企業の実態や課題・ニーズの把握、情報の共有、施策・事業の企画立案・情報提
供への活用など、局としてのマーケティング活動の強化を通じて、市内企業と情報交流
できる関係を築き、双方向のコミュニケーションの活性化につなげ、顧客である市内中
小企業に一層充実した支援サービスを提供する。

【１－１－１　市内企業のニーズ把握や企画立案への活用、効果的な情報発信】
・市内中小企業の抱える課題やニーズを的確に把握するため、企業の個別訪問や意見交換会などを実施する。
・企業の支援ニーズなどを蓄積する企業情報データベースを構築し、組織内で情報共有しながら、施策の企画立案に有効活用する。
・また、中小企業にさまざまな支援施策を円滑に活用いただけるよう、府とも連携しながら、各々の企業の実情に応じた施策情報を分かりやすく発信し、的確に届
ける。〔算定見込額　6百万円〕

造業の技術課題の解決や産学官連携による新たな技術・製品の開発を支援すること
で、中小企業の製品の高付加価値化や競争力強化につなげる。

・工業研究所において、技術相談や試験分析、受託研究に対応するとともに、共同研究開発プロジェクトの組成や推進、実用化を支援し、中小企業の抱える技術
面の課題解決を支援する。〔算定見込額　1,168百万円〕

【２－３　創業の促進】
・大阪産業創造館において、創業に際して直面する様々な課題の解決を支援することに
より、経済活動の新たな担い手となる事業主体を数多く創出する。

【２－３－１　創業支援】
〇大阪産業創造館における創業支援
・創業形態や課題別のコンサルティング、セミナー、ワークショップなど、多様な支援ニーズに対応するとともに、事業の成功確率を高めるプログラムを提供し、経済
活動の新たな担い手の創出に向けた支援に取り組む。〔算定見込額　350百万円　※2－1－1含む〕

【経営課題３　成長分野や海外市場へのチャレンジ促進】
・「大阪の成長戦略（素案）」のもと、意欲と底力のある中小企業が、
少子高齢化やエネルギー制約といった社会課題に対応する新製品・
サービスを生み出し、新たな需要を獲得できるよう、「環境・エネル
ギー」、「健康・医療」や付加価値を高める「クリエイティブ」などの成
長分野への中小企業の参入を促進する。
・中小企業が、今後の市場拡大や購買力の伸長が見込まれるアジア
をはじめとした海外需要にアクセスし、事業機会を取り込めるよう、海
外販路開拓の取組を支援する。
・これらの取組について、府と役割分担を図りながら一体的に推進す
るとともに、関西広域連合やその他関係機関とも連携を図り、中小企
業のチャレンジを促進していく。

【３－１　成長分野への参入促進】
・「大阪の成長戦略（素案）」のもと、意欲や潜在力のある中小企業の新たな成長に向け
たチャレンジを応援し、「環境・エネルギー」、「健康・医療」や「クリエイティブ」など今後の
成長が期待される分野への参入を促進するため、研究開発・製品化等の一貫した支援
を行い、新たな製品・サービスの実現や新事業の創出につなげる。

【３－１－１　環境・エネルギー、健康・医療分野等への参入促進】
○成長産業分野における事業化プロジェクト支援事業
・今後の成長が期待される産業分野において、新たな製品・サービスの開発をめざす企業に対し、セミナー等による情報提供や事業の構想策定の支援、大学・研
究機関等とのネットワーク構築の支援を行うことにより、事業化プロジェクトの創出をめざすとともに、実現可能性や市場性等のある認定プロジェクトに対し、事業

企画から市場投入まで一貫した支援を行う。〔算定見込額　147百万円〕

【３－１－２　クリエイティブ産業の創出・育成】
○クリエイティブ産業創出・育成支援事業
・大阪府と連携し、「クリエイティブネットワークセンター大阪　メビック扇町」を中心に、府域におけるクリエイターのネットワークの拡大・深化を図るとともに、クリエイ
ターと異業種企業とのマッチング、受注の拡大・獲得をめざした東京へのコーディネーターの配置、新規事業を生み出すプロデュ－サ－人材の育成等を行う。〔算
定見込額　113百万円〕

【３－２　海外市場への展開促進】
・「大阪の成長戦略（素案）」のもと、成長著しいアジアなどの世界市場に打って出る中小
企業の海外販路の開拓につなげるため、海外ビジネスのノウハウやネットワークが不足

【３－２－１　海外市場への展開支援】
○海外市場に向けた製品開発・販路開拓等の支援
・アジアや新興国など海外での販路開拓をめざす中小企業に対し ノウハウや情報を提供するほか 海外市場の動向やニーズを熟知したコーディネーターが 売

【経営課題４　地域経済の活性化に向けた取組の推進】
・市政改革プランのもと、商店街やものづくり企業、住民等の様々な
主体が協働しながら、地域の強みを活かして経済活力の創出に取り
組めるよう支援していく。
・経済局としては、区シティマネージャーへ決定権が移譲された事業
について、局が保有する支援機能やノウハウ等を駆使して区役所の
活動を支えるとともに、局が担う事業と連動させながら、取組の効果
的な推進につなげ、地域の課題解決や経済活力の創出につなげて
いく。

２　ムダを徹底的に排除し、成果を意識した行財政運営に向けた主な取組

産業振興・中小企業支援施策の実施主体のあり方の整理と3団体の統合

施策・事業の聖域なきゼロベースの見直しと再構築

取組項目 取組内容
府市統合本部でとりまとめられた基本的方向性案に基づいて取り組む。

ゼロベースに立って、施策効果の検証や見直しに取り組み、再構築を進める。

郭 体 直 方向性 基づき 資本的 的 直 組

【４－１　地域経済活力の創出支援】
・区役所が主導する地域経済活性化に向けた取組に対し、当局が適切なサポートを行う
ことで、地域が一体となった経済活力の創出や課題解決に向けた動きを数多く生み出
す。
・区役所が、地域企業の身近なアクセスポイントとして、適切な支援サービスへの誘導
や経営相談などを実施することにより、中小企業へのきめ細かな施策展開や浸透が図
られるよう、区役所へ施策情報やノウハウの提供を行い、区の活動を支える。

【４－１－１　区との協働による地域特性に応じた経済活性化の取組支援】
○地域の実情・特性に応じた各区の取組支援
・地域経済の活性化に向けて、区役所が地域の実情把握や課題抽出、企業との関係構築等を行うにあたり、当局が持つ情報や他地域の先進事例の紹介、他区と
の情報交換会等の開催など、各区の実情に即した支援を行うことにより、地域が一体となった活性化の活動や、商店街振興、ものづくり振興など、区役所の経済
活性化事業の円滑な推進につなげる。
・区役所における中小企業支援に関するインターフェイス機能の構築に向けて、施策案内ツールの各区への配付や説明会の開催による施策情報の提供、経営相
談などの事業実施にかかるノウハウの提供等を行う。〔算定見込額　－〕

企業の海外販路の開拓につなげるため、海外ビジネスのノウハウやネットワークが不足
しがちな中小企業のニーズに対応して、情報提供やアドバイス、ビジネスマッチングの
サポートを行う。

・アジアや新興国など海外での販路開拓をめざす中小企業に対し、ノウハウや情報を提供するほか、海外市場の動向やニーズを熟知したコーディネーターが、売
れる製品づくりのアドバイスから海外見本市出展までの一貫した支援を行う。また、海外バイヤーを招へいした国内商談会の開催や、海外現地での商談会などを
行うことで、売り先に応じたものづくりや販路開拓を総合的に支援する。〔算定見込額　65百万円〕

外郭団体の見直し 外郭団体見直しの方向性に基づき、資本的関与や人的関与の見直しに取り組む。

1



経営課題 具体的取組 業績（アウトプット）目標 前年度までの実績 市政改革プランとの関連

【１　企業のニーズ・課題等に即応する施策・事業の
推進】

・大阪は、環境・エネルギーや健康・医療分野など成
長が期待される先端産業から、それらを支える基盤
産業まで多様な産業集積があり、地域の強みとなっ
ている。また、市内には、複数の大手企業と同等の立
場で取引を行い サプライチェーンの中核を担う中堅

【１－１－１　市内企業のニーズ把握や企画立案へ
の活用、効果的な情報発信】

○市内企業の課題・ニーズの把握・共有・活用
・市内中小企業の抱える課題やニーズを的確に把
握するため、企業の個別訪問や意見交換会などを
実施する。
・企業の支援ニーズを蓄積し 組織内で共有しなが

・意見交換等を行う企業等の数：延べ200件

・企業情報データベースの構築・稼働：平成

・意見交換等を行った企業等の数：185
件

１　重点的に取り組む主な経営課題

戦略
【１－１　中小企業支援にかかるマーケティング機能強化の取組】

・中小企業の事業活動の円滑化や活発化に貢献できるよう、中小
企業の抱える課題・ニーズに応じて、本市や支援機関等の実施す
る施策・事業を的確に提供する「総合商社」となることをめざす。
そのため、市内企業の実態や課題・ニーズの把握、企業情報の共
有 施策・事業の企画立案・情報提供への活用など 局としての

今、何が課題で、その解決によっ

てどのような状態をめざすのか

課題解決に向け、どういった施策をいか

に展開するのか

戦略の実現に向け、25年度において、主にどのような取

組・事業を実施するのか

様式２

場で取引を行い、サプライチェ ンの中核を担う中堅
企業が多数存在し、中堅・中小企業が大企業を支え
る重要な役割を果たしている。
・さらに、中小企業は市内事業所の98％、従業者数
の70%を占め、優れた技術・アイデアや機動力、多様
な得意分野を持ち、多くの雇用や市民の暮らしを支え
るとともに、地域コミュニティの形成や文化の継承に
も重要な役割を果たしており、大阪経済の基盤となっ
ている。
・こうした認識のもと、経済局として、中小企業がそれ
ぞれの強みを伸ばし、経営環境の変化に対応しなが
ら経営課題を克服していけるよう、社会経済情勢や
企業ニーズを的確にとらえ、大阪府や経済団体など
幅広い組織・機関等との連携強化を図りながら、企業
のニーズや課題に即応する施策・事業を適時適切に
実施し、中小企業の活性化に取り組んでいく。

【根拠法令等】大阪市中小企業振興基本条例

企業の支援ニ ズを蓄積し、組織内で共有しなが
ら効果的な施策の企画立案や個別企業への情報発
信等に活用するため、企業情報データベースを構築
する。

○支援施策情報の効果的な発信
・中小企業にさまざまな支援施策を一層活用いただ
けるよう、府とも連携しながら、施策情報を各々の企
業の実情に応じて分かりやすく発信し、的確に届け
る。

〔算定見込額　6百万円〕

企業情報デ タベ スの構築 稼働：平成
25年度中

・大阪府ポータルサイトへの本市施策情報
の掲載、市広報媒体への府施策の掲載

【撤退基準】
※24年度末までに策定するマーケティング
機能の強化に関する取組内容とスケジュー
ルを踏まえ、業績目標と撤退基準を設定す
る。

有、施策 事業の企画立案 情報提供への活用など、局としての
マーケティング活動を強化する。これらを通じて、市内企業と情報
交流できる顔の見える関係を築き、双方向のコミュニケーションの
活性化につなげ、顧客である市内中小企業に一層充実した支援
サービスを提供する。

※24年度末までに策定するマーケティング機能の強化に関する取
組内容とスケジュールを踏まえ、成果指標（アウトカム）を設定す
る。

どのような成果（アウトカム）をめざすのか
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※業況ＤＩ：「上昇と回答した企業の割合（％）」から「下降と回答した企業割合（％）」を差し引いたもの

市内中小企業の業況ＤＩの推移

（資料：大阪市景気観測調査）

(

期
・
年)

(

期
・
年)

市内中小企業の比率

全企業 中小企業 構成比（％）

事業所数（ヵ所） 208,289 204,837 98.3

従業者数（人） 2,364,216 1,650,029 69.8

資料：大阪の経済2012年版
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経営課題 具体的取組 業績（アウトプット）目標 前年度までの実績 市政改革プランとの関連戦略
【２－１－１　経営課題の解決、経営力強化の支援】

〇大阪産業創造館等における経営力強化の支援
・大阪産業創造館において、行政の「公益性、中立
性、継続性」と、民間の「専門性、柔軟性、収益性」
の双方を発揮できる関係支援機関による運営を図
り、支援事業を展開する。
・様々な分野の専門家によるコンサルティングやセミ
ナー開催等を通じ、中小企業の経営課題の解決や
経営革新・経営力強化を支援する。
・「事業承継」などをはじめとしたテーマを設定して事
業の持続的な発展を支援するなど、社会経済情勢
の変化や企業ニーズに即応した支援事業を展開す
る。
・市場のニーズや販路を熟知したアドバイザーによ
る多様なマッチング機会の提供や、豊富な経験と人

〔業績目標〕

・大阪産業創造館における支援サービス利
用者満足度：平均90％以上

・インテックス大阪の新たな運営方法への移
行

【撤退基準】
・大阪産業創造館の販路開拓支援による
マッチング件数が500件未満（25年度）であ
れば、販路開拓支援事業を再構築する。

・経営相談への対応件数：5,637件（23
年度）、2,667件（24年9月末時点）

・マッチング支援プログラム開催回数：
52回（23年度）、19回（24年9月末時点）

・販路開拓支援によるマッチング件数：
1,711件（23年度）、886件（24年9月末時
点）

〔23決算額　　384百万円※〕
〔24予算額　　372百万円※〕

【２　中小企業の経営基盤強化、創業の支援】

・市内中小企業は、本市の全事業所数の98％、従業
者数の70％を占め、地域の経済活動や市民の雇用
を支える一方、大企業とは異なり、資金や人材などの
経営資源に乏しく、外部環境の変化に対して脆弱で
あり、個々の企業努力では容易に解決・克服が困難
な問題が多く存在する。
・大阪経済の活力の維持・向上を図るうえでは、中小
企業が様々な環境変化や経営課題を乗り越えながら
活発に事業活動を展開することが不可欠であり、そ
のための様々な支援策を、経済情勢の変化に機動
的に対応しながら着実に推進する。
・また、府をはじめ関係機関とも連携し、それぞれの
強みを活かして、中小企業の経営基盤強化や持続的
な発展に向けた支援策のより効果的な推進を図る。

【２－１　中小企業の経営基盤強化・経営革新の支援】

・中小企業の抱える経営課題が複雑化・高度化する中、経営課題
の解決や販路開拓、円滑な資金調達等に向けて専門性・柔軟性・
機動性のある支援事業の展開を図り、中小企業の経営基盤の強
化や経営革新につなげる。

・大阪産業創造館の支援事業により
　　販路開拓支援によるマッチング件数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：3,000件（H23～25年度）
　　経営力強化・課題解決につながったと回答した企業数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：300社（H23～25年度）

どのような成果（アウトカム）をめざすのか

る多様なマッチング機会の提供や、豊富な経験と人
脈を有する企業OBが優れた技術を持つ企業に提携
先等の紹介を行う。
・インテックス大阪において、見本市をより効果的に
活用し、中小企業の販路開拓等につなげるため、新
たな運営方法を導入する。

（大阪産業創造館における経営相談への対応件数：
5,500件(コンサルタント派遣含む）、マッチング支援
プログラム開催回数：50回）

[算定見込額　350百万円　※2－3－1含む]

な発展に向けた支援策のより効果的な推進を図る。

【根拠法令等】大阪市中小企業振興基本条例
【全市目標】大阪市基本計画2006‐2015
政策目標１：創業・新事業創出を促進する

モニタリング指標
・市内中小企業の業況ＤＩ、資金繰りＤＩ

域内総生産（名目）の推移（1996年度＝100）
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資料：大阪の経済2012年版
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※業況ＤＩ：「上昇と回答した企業の割合（％）」から「下降と回答した企業割合（％）」を差し引いたもの

市内中小企業の業況ＤＩの推移

（資料：大阪市景気観測調査）

(

期
・
年)

(

期
・
年)

【２－１－２　資金調達支援】

〇中小企業への資金支援
・中小企業の安定的な事業継続を支えるため、一般
的な事業資金をはじめ、創業、セーフティネットにも
対応した制度融資を実施し、円滑な資金調達を支援
する。
　
〔算定見込額　125,876百万円〕

・経営環境の変化等により資金繰りに不安
を抱える、または意欲的に事業に取り組む
中小企業の円滑な資金調達を支援する制
度融資等を実施する。

・制度融資の保証承諾実績
　53,522百万円（23年度）
　16,605百万円（24年9月末時点）
　
〔23決算額　 129,046百万円〕
〔24予算額　 131,147百万円〕

資料：大阪の経済2012年版

全国に占める大阪市経済のシェアの推移
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資料：大阪の経済2012年版
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※資金繰りＤＩ：「順調と回答した企業の割合（％）」から「窮屈と回答した企業割合（％）」を差し引いたもの

市内中小企業の資金繰りＤＩの推移

（資料：大阪市景気観測調査）

(

期
・
年)

3



経営課題 具体的取組 業績（アウトプット）目標 前年度までの実績 市政改革プランとの関連戦略
【２－２－１　技術・製品開発や人材育成の支援】

○工業研究所における技術面の支援
・工業研究所において、技術相談や試験分析、受託
研究に対応し、中小企業の抱える技術面の課題解
決を支援する。
・中小企業がスムーズな産学官連携により新たな技
術・製品等の開発に効果的に取り組めるよう、工業
研究所に配置したコーディネーターにより、共同研
究開発プロジェクトの組成や推進、実用化の支援を
行う。

（依頼試験及び受託研究件数：9,500件、研究成果
普及等のセミナー等開催：10件）

〔算定見込額 1,168百万円〕

〔業績目標〕

・産学官連携による共同研究開発プロジェ
クトの組成：7件

【撤退基準】
・依頼試験及び受託研究の利用者のうち、
「課題解決につながった」と回答した割合
が、50％未満（25年度）であれば、利用者
ニーズ等に対応した支援スキームへ再構築
を図る。

・依頼試験及び受託研究件数：12,474
件（23年度）、5,530件（24年8月末時点）

・研究成果普及等のセミナー等開催：13
件（23年度）、1件（24年8月末時点）

・産学官連携による共同研究開発プロ
ジェクトの組成：10件（23年度）、10件
（24年8月末時点）

〔23決算額　1,187百万円〕
〔24予算額　1,120百万円〕

【２－２　ものづくりの支援】

・地方独立行政法人大阪市立工業研究所の専門性や柔軟性、機
動性を活かし、中小製造業の技術課題の解決や産学官連携によ
る新たな技術・製品の開発を支援する。あわせて、中小製造業に
おける人材育成・確保を支援することで、中小企業の製品の高付
加価値化や競争力強化につなげる。

・工業研究所の支援活動により
　依頼試験及び受託研究の利用者のうち課題解決につながったと
回答した割合：70％（H23～25年度）
　研究開発等の成果により製品化・実用化した件数：21件（H23～
25年度）

どのような成果（アウトカム）をめざすのか
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資料：各年事業所・企業統計調査

平成21年経済センサス‐基礎調査 〔算定見込額 1,168百万円〕25年度）

モニタリング指標
・製造品出荷額等に占める付加価値額の割合
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資料：各年工業統計調査
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（資料：工業統計表）

大阪市

東京都区部

○ものづくり人材育成事業
・中小企業の人材確保につながるよう、ものづくり企
業と工業高校等との交流会を開催するとともに、熟
練技能者による職業講話等を実施し、ものづくりを
担う実践的な人材の育成を図る。

（市内中小企業と工業高校等との交流会：2回）

〔算定見込額　1百万円〕

・市内中小企業と工業高校等との交流会参
加者満足度：80％

【撤退基準】
・市内中小企業と工業高校等との交流会参
加者の満足度が50%未満(25年度)であれ
ば、参加者のニーズに対応した事業内容に
再構築を図る。

・市内中小企業と工業高校進路指導担
当との交流会：2回(23年度：内訳　1回
目：企業15社、高校9校参加、2回目：企
業14社、高校9校参加)、1回(24年8月末
時点：内訳　1回目：企業17社、高校11
校参加）

〔23決算額　1百万円〕
〔24予算額　1百万円〕

4



経営課題 具体的取組 業績（アウトプット）目標 前年度までの実績 市政改革プランとの関連戦略
【２－３－１　創業支援】

〇大阪産業創造館における創業支援
・創業希望者に対して、創業形態や課題別のコンサ
ルティング、セミナー、ワークショップなど、多様な
ニーズに対応するとともに事業の成功確率を高める
プログラムを提供し、経済活動の新たな担い手の創
出に向けた支援に取り組む。

（創業支援プログラム開催回数：50回）

〔算定見込額　350百万円　※2－1－1含む〕

〔業績目標〕

・創業支援プログラムの満足度：平均90%以
上

【撤退基準】
・大阪産業創造館の支援事業による創業件
数が50件未満（25年度）であれば、創業支
援プログラムを再構築する

・大阪産業創造館の事業による創業件
数：108件（23年度）、28件（24年9月末
時点）

・創業支援プログラム開催回数：57回
（23年度）、34回（24年9月末時点）

〔23決算額　384百万円※〕
〔24予算額　372百万円※〕

【２－３　創業の促進】

・大阪産業創造館において、創業に際して直面する様々な課題の
解決を支援することにより、経済活動の新たな担い手となる事業主
体を数多く創出する。

・大阪産業創造館の支援事業による
　創業件数：300件（H23～25年）

モニタリング指標
・市内の開業率

どのような成果（アウトカム）をめざすのか

市内の開業率

2.93

2.26

3.28
2.94

2.57

0 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 
大阪市

東京都

区部 横浜市

名古屋

市 全国（％）

資料：平成21年経済センサス‐基礎調査

事業所の開業率（2006‐09年）の他都市比較
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経営課題 具体的取組 業績（アウトプット）目標 前年度までの実績 市政改革プランとの関連戦略
【３－１－１　環境・エネルギー、健康・医療分野等へ
の参入促進】

○成長産業分野における事業化プロジェクト支援事
業
・今後の成長が期待される産業分野において、新た
な製品・サービスの開発をめざす企業に対し、セミ
ナーや研究会等の開催を通じて、情報提供や事業
の構想策定の支援、大学・研究機関等とのネット
ワーク構築支援などを行い、事業化プロジェクトの創
出をめざす。
・実現可能性や市場性等を有する事業化プロジェク
トを認定し、事業企画から市場投入までコーディネー
タが伴走しながら、各段階の課題に対応した一貫し
た支援を行う。

〔業績目標〕

・実現可能性や市場性等を有する事業化プ
ロジェクトの件数：30件

【撤退基準】
・実現可能性や市場性等を有する事業化プ
ロジェクト件数が15件未満であれば、事業
スキームを再構築する。

（23年度）
・次世代RT分野の事業化プロジェクト組
成件数：10件
・健康・予防医療分野の商品化等プロ
ジェクト組成件数：5件
・革新的技術の事業化促進事業におけ
る事業化プロジェクト組成件数：5件

（24年9月末時点）
・健康・医療分野（ロボットテクノロジー・
ヘルスケア）における事業化プロジェク
ト組成件数：10件

【３　成長分野や海外市場へのチャレンジ促進】

・大阪・関西の持続的な成長に向けては、府市で一
本化した「大阪の成長戦略（素案）」のもと、「高付加
価値化」、「対内投資拡大」、「消費・雇用拡大」の観
点から、大阪・関西の強みや優位性に磨きをかけ、新
たな価値を創出するとともに、アジアの成長力を取り
込むことで成長し、都市間競争に打ち勝つことができ
るまちをめざすこととしている。
・この戦略に基づき、意欲と底力のある中小企業が、
少子高齢化やエネルギーの制約といった社会課題に
対応する新製品・サービスを生み出し、新たな需要を
獲得できるよう、「環境・エネルギー」、「健康・医療」
や、付加価値を高める「クリエイティブ」などの成長分
野への中小企業の参入を促進する。

【３－１　成長分野への参入促進】

・「大阪の成長戦略（素案）」のもと、意欲や潜在力のある中小企業
の新たな成長に向けたチャレンジを応援し、「環境・エネルギー」、
「健康・医療」や「クリエイティブ」など今後の成長が期待される分野
への参入を促進するため、研究開発・製品化等の一貫した支援を
行い、新たな製品・サービスの実現や新事業の創出につなげる。

・成長分野への参入促進にかかる本市支援事業により、
　成長分野において新たな製品・サービスを実現した件数：50件
（H23～25年度）
クリエイティブ産業における新たな製品・サービスの実現件数：3

どのような成果（アウトカム）をめざすのか

〔算定見込額　147百万円〕
ト組成件数：10件
・革新的技術の事業化促進事業におけ
る事業化プロジェクト組成件数：2件

〔23決算額　243百万円〕
〔24予算額　191百万円〕

野 の中小企業の参入を促進する。
・加えて、中小企業が、今後の市場拡大や購買力の
伸長が見込まれるアジアをはじめとした海外需要に
アクセスし、事業機会を取り込めるよう、海外販路開
拓の取組を支援する。
・これらの取組について、府と役割分担を図りながら
一体的に推進するとともに、関西広域連合やその他
関係機関とも連携を図り、中小企業のチャレンジを促
進していく。

【根拠法令等】大阪市中小企業振興基本条例
【全市目標】大阪市基本計画2006‐2015
政策目標２：次世代産業の創出・展開を図る
政策目標３：企業の立地を促進し、ビジネス拠点機能
を高める
【全市目標】大阪の成長戦略（素案）
○強みを活かす産業・技術の強化

　クリエイティブ産業における新たな製品 サ ビスの実現件数：3
件（Ｈ25年度）

・クリエイティブ産業における新たな製品・サービスの実現件数：5
件（Ｈ25年度）

チャレンジ目標

【３－１－２　クリエイティブ産業の創出・育成】

○クリエイティブ産業創出・育成支援事業
・大阪府と連携し、「クリエイティブネットワークセン
ター大阪　メビック扇町」を中心に、府域におけるクリ
エイターのネットワークの拡大・深化を図る。
・クリエイターとものづくり企業等とのマッチングなど
を実施することで、クリエイターと異業種企業との協
働による高付加価値な製品・サービスの創出につな
げるとともに、新たな製品・サービス開発など自ら新
規事業を生み出すプロデューサー人材の育成を行

・クリエイターの新規紹介や異業種企業との
マッチングなどにより、取引・連携に至った
件数：150件(Ｈ24～25年度）

【撤退基準】
・クリエイターの新規紹介や異業種企業との
マッチングなどにより、取引・連携に至った
件数が75件未満(Ｈ24～25年度）であれば、

・クリエイターの新規紹介件数：165件
（23年度）、83件（24年9月末時点）

・クリエイターとものづくり企業とのマッチ
ング件数：15件（23年度）、8件（24年9月
末時点）

・クリエイターの新規紹介やものづくり企
552 657 378 355 480

7,133
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2,721 2,862
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4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

健康・医療関連サービス事業所数の他府県比較

う。
・大阪のクリエイターが、国内最大の市場である東
京からの受注を獲得・拡大できるよう、東京にコー
ディネーターを配置し、企業と在阪クリエイターとの
マッチングを行う。

（クリエイターの新規紹介件数：150件、クリエイター
と異業種企業とのマッチング件数：16件）

〔算定見込額　113百万円〕

支援スキームを再構築する。 業とのマッチングなどにより、取引・連携
に至った件数：年度末に集計

〔23決算額　141百万円〕
〔24予算額　123百万円〕
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資料：平成21年経済センサス‐基礎調査

クリエイティブ産業事業所数・

従業者数の主要都市間比較

左：事業所数

右：従業者数（単位：10人）

100,000

：

0
大阪府 東京都 神奈川県 愛知県 福岡県

病院 療術業 老人福祉・介護事業

（出典）総務省 平成21年経済センサス基礎調査
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経営課題 具体的取組 業績（アウトプット）目標 前年度までの実績 市政改革プランとの関連戦略
【３－２－１　海外市場への展開支援】

○海外市場に向けた製品開発・販路開拓等の支援
・アジアや新興国などの海外での販路開拓をめざす
中小企業に対し、ノウハウや情報を提供するほか、
海外市場の動向やニーズを熟知したコーディネー
ターが、売れる製品づくりのアドバイスから、海外見
本市出展までの一貫した支援を行う。また、海外バ
イヤーを招へいした国内商談会の開催や、海外現
地での商談会などを行うことで、売り先に応じたもの
づくりや販路開拓を総合的に支援する。

（海外見本市出展及び商談会開催件数：9回）

〔算定見込額　65百万円〕

・取引や連携につながる見込みのある商談
件数：200件

【撤退基準】
・海外情勢を踏まえながら、原則として取引
や連携につながる見込みのある商談件数
が70件未満であれば、支援スキームを再構
築する。

・海外見本市出展：9箇所（23年度）、4
箇所（24年9月末時点）

・国内商談会：2回(23年度)、1回（24年9
月末時点）

・商談件数：321件（23年度）、194件（24
年9月末時点）

〔23決算額　 85百万円〕
〔24予算額　109百万円〕

【３－２　海外市場への展開促進】

・「大阪の成長戦略（素案）」のもと、成長著しいアジアなどの世界
市場に打って出る中小企業の海外販路の開拓につなげるため、海
外ビジネスのノウハウやネットワークが不足しがちな中小企業の
ニーズに対応して、情報提供やアドバイス、ビジネスマッチングの
サポートを行う。

・支援活動に伴う海外企業等との取引の成約件数：100件（H23～
25年度）

出典：経済産業省「産業構造ﾋﾞｼﾞｮﾝ2010」

どのような成果（アウトカム）をめざすのか

地域別輸出額の割合（全国・関西空港・大阪港）2010年

（資料：貿易統計）
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地域別輸入額の割合（全国・関西空港・大阪港）2010年

（資料：貿易統計）
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経営課題 具体的取組 業績（アウトプット）目標 前年度までの実績 市政改革プランとの関連戦略
【４－１－１　区との協働による地域特性に応じた経
済活性化の取組支援】

○地域の実情・特性に応じた各区の取組支援
・地域経済の活性化に向け、区役所が地域の実情
把握や課題抽出、企業との関係構築等を行うにあた
り、当局が持つ情報や他地域の先進事例の紹介、
他区との情報交換会等の開催など、各区の実情に
即した支援を行う。
・こうした取組により、地域一体となった活性化の活
動や、商店街振興、ものづくり振興など、区役所の
経済活性化事業の円滑な推進につなげる。
・区役所における中小企業支援に関するインター
フェイス機能の構築に向けて、施策案内ツールの各
区への配付や説明会の開催による施策情報の提
供、経営相談などの事業実施にかかるノウハウの

・各区で実施された事業の主催者（実施メン
バー）のうち、「地域一体となった地域経済
活性化事業が、経済活力の創出や課題解
決に有効である」と感じている割合：80％以
上

【撤退基準】
・各区で実施された地域一体となった地域
経済活性化事業において、参加者に対する
調査を行い、経済活力の創出や地域課題
の解決につながったと回答した割合が50％
未満であれば、参加者ニーズを踏まえて区

・区役所に対するサポートの活動回数：
198回（23年度）、88回（24年9月末時
点）

・経営相談を実施している区役所：20区
（23年度）、22区（24年9月末時点）

・地域が一体となった地域経済活性化
事業の実施：14区19事業（23年度）、7
区7事業（24年9月末）

〔23決算額 －〕

改革1-(3）-ア
改革2－(4)

【４　地域経済の活性化に向けた取組の推進】

・活力ある地域社会の実現に向けて、地域に根ざす
中小企業、とりわけ商店街やものづくり企業が、地域
の一員として地域住民等との良好な関係を構築し活
発に事業活動を展開することで、低迷の続く地域経
済の活性化や豊かなコミュニティの形成につなげて
いくことが重要となっている。
・そのため本市では、市政改革プランのもと、商店街
やものづくり企業、商工団体、住民等の様々な活動
主体が緊密につながり、それぞれの強みを活かしな
がら協働して経済活力の創出に取り組めるよう支援
していくこととしている。
・経済局としては、区シティマネージャーへ決定権が
移譲された事業について、局が保有する支援機能や

【４－１　地域経済活力の創出支援】

・商店街を核とした街のにぎわい創出や少子高齢化に対応した
サービスの展開、ものづくり企業の活性化や良好な操業環境づくり
に向けた研究会、交流会など、地域の実情に応じて区役所が主導
し経済活性化につなげようとする取組に対し、当局が適切なサ
ポートを行うことで、地域が一体となった経済活力の創出や課題解
決に向けた動きを数多く生み出す。
・区役所が、地域企業の身近なアクセスポイントとして、適切な支
援サービスへの誘導や経営相談などを実施することにより、中小
企業へのきめ細かな施策展開や浸透が図られるよう、区役所へ施
策情報やノウハウの提供を行い、区の活動を支える。
・さらに、経済局として、地域経済に密接に関わる商店街等の集客
力強化に取り組み、地域経済活力の創出を支援する。

供、経営相談などの事業実施にかかるノウハウの
提供等を行う。

（区役所と地域が一体となった地域経済活性化事業
を実施、または着手した件数：15区22事業）

〔算定見込額　－〕

未満であれば、参加者 ズを踏まえて区
役所と協議し、事業スキームを再構築する。

〔23決算額　 〕
〔24予算額　－〕

【４－１－２　商業集積の活性化】

○商店街等の集客力強化
・来街者の安全性、快適性の確保に必要なアーケー
ドや街路灯の整備など、商店街等が実施するハード
事業を支援する。

〔算定見込額　50百万円〕

・商店街等ハード事業支援件数：11件

【撤退基準】
・商店街等が事業実施後に顧客満足度調
査を行い、「安全性、快適性の向上につな
がった」などの評価を受けた商店街等の割
合が支援件数の50%未満であれば、当該事
業にかかる支援スキ ムを再構築する

・商店街等ハード事業支援件数：7件(23
年度)、4件（24年9月末時点）

〔23決算額　14百万円〕
〔24予算額　50百万円〕

移譲された事業について、局が保有する支援機能や
ノウハウ等を駆使して区役所の活動を支えるととも
に、局が担う事業と連動させながら、取組の効果的な
推進につなげ、地域の課題解決や経済活力の創出
につなげていく。

【根拠法令等】大阪市中小企業振興基本条例
【全市目標】市政改革プラン
○多様な協働（マルチパートナーシップ）の推進
　　・多様な主体のネットワーク拡充への支援
○区民の安全・安心を担う総合拠点としての
　区役所づくり

　

・経済活性化事業の実施により、経済活力の創出や課題解決につ
ながったと回答した割合
　　　地域住民（各事業への参加者・利用者）：80％以上

どのような成果（アウトカム）をめざすのか

区名 ヵ所 区名 百万円

1 中央 10,494 中央 17,293,567

2 北 6,343 北 12,302,714

市内卸・小売業の区別概況（上位5区）
事業所数 年間商品販売額

業にかかる支援スキームを再構築する

参考：区シティマネージャーへの主な決定権移譲事
務
・地域経済活力創造事業　算定見込額　53百万円
・商業魅力向上事業（ソフト事業）　算定見込額　32
百万円
・コミュニティビジネスやソーシャルビジネスの創業
や経営力強化の支援　算定見込額　2百万円

3 西 4,269 西 5,074,224

4 淀川 3,782 淀川 3,061,616

5 生野 2,559 浪速 1,507,512

資料：平成21年経済センサス－基礎調査（事業所数）

平成19年商業統計調査（年間商品販売額）

区名 ヵ所 区名 百万円

1 平野 877 淀川 648,455

2 生野 836 此花 375,976

3 西淀川 540 西淀川 362,142

4 淀川 465 大正 277,977

5 東成 465 平野 218,705

事業所数 製造品出荷額等

資料：平成22年工業統計調査（確報）

市内製造業の区別概況（上位5区）※4人以上事業所

71
54

97

177

7373

41

95

139

60

21 8
21 25

13

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

大阪市 東京都

区部

東大阪市 大阪市

東部

東京都

大田区

資料：大阪の経済2012年版

製造業の１ｋ㎡当たりの活動密度の他都市比較

（2008年）

工場数（カ所）

従業者数（十人）

製造品出荷額等（十億円）
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資料７

予　算　額

区分
平成24年度

(当初＋補正)
平成23年度
（当初） 差　　引

一般会計 1兆6652億4600万円 1兆7205億5000万円 △553億400万円

経済費 1428億8700万円 1515億8700万円 △87億円

構成比 8.6% 8.8%

【平成２４年度一般会計歳出構成比】

その他

一般会計歳出構成比

福祉費

30.7%

こども青少

年費

9.7%
経済費

8.6%

教育費

5.0%

建設費

4.8%
都市整備費

4.4%

環境費

2.3%

消防費

2.3%

健康費

2.2%

ゆとりとみ

どり振興費

1.3%

公営企業費

1.1%

大学費

0.9%

港湾費

0.7%

計画調整

費

0.6%
議会費

0.2%

総務費

5.3%
公債費

14.2%

その他

5.7%
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平成 24年度経済局 主要事業の概要（補正予算） 

 

 

中小企業の経営基盤強化、創業の支援 

 

中小企業の経営革新及び経営基盤強化の支援          

 

○大阪産業創造館における経営面の支援    当初１２４百万円、補正２４８百万円 

〔合計３７２百万円〕 
・ 様々な分野の専門家によるコンサルティングやセミナー開催等を通じ、中小企業の

経営課題の解決や経営革新、経営力強化を支援する。 

・ 市場のニーズや販路を熟知するアドバイザーを活用した多様なマッチング機会の

提供や、豊富な経験と人脈を有する企業ＯＢが優れた技術を持つ中小企業に提携先

等の紹介を行う。また、23年度に構築した金融機関とのネットワークを引き続き活

用し、商談会を共催実施するなど、中小企業の新たな販路開拓を支援する。 

 

○見本市を活用した販路開拓等の支援     当初５２３百万円、補正４０３百万円 

〔合計９２７百万円） 

・ 中小企業の販路や技術提携先の開拓・拡大にとって重要な機会である見本市等の会

場となるインテックス大阪の管理運営及び施設維持のための補修を行う。 

・ 平成24年秋の世界規模の金融フォーラム「Sibos（サイボス）」の開催を契機として、

インテックス大阪の知名度向上を図る。 

・ インテックス大阪の運営主体の公募に向けて、必要となるハード面の診断等を実施

する。 

                                 

○中小企業への資金支援   当初１２１，０６０百万円、補正１０，０８７百万円 

   〔合計１３１，１４７百万円〕 

・ 中小企業の安定的な事業継続を支えるため、一般的な事業資金をはじめ、創業、セ

ーフティネットにも対応した制度融資を実施し、資金調達を支援する。 

 

  ○中小企業支援にかかるマーケティング機能強化に向けた取組 

・ 企業への個別訪問等により、市内企業の抱える課題やニーズを的確に把握するとと

もに、組織内で情報を共有し、施策の企画立案・実施や情報発信に活用する。 

・ 今後のマーケティング機能強化に向け、本市中小企業支援機関等との企業ニーズ等

の情報共有や活用手法等について検討を進める。 

 

 

 

 

 

 

資料８
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ものづくりの支援 

 

○工業研究所における技術面の支援     当初３５６百万円、補正７６４百万円 

〔合計１，１２０百万円〕 

・ 工業研究所において、技術相談や試験分析、受託研究に対応し、中小企業の抱える

技術面の課題解決を支援する。 

・ 中小企業がスムーズな産学官連携により新たな技術・製品等の開発に効果的に取り

組めるよう、工業研究所に配置したコーディネーターにより、共同研究開発プロジ

ェクトの組成や推進、実用化の支援を行う。 

 

○ものづくり人材育成事業                   当初１百万円 

・ 熟練技能者である大阪テクノマスターによる職業講話や技術指導、企業経営者の講

演を実施し、ものづくりを担う実践的な人材育成を図るとともに、中小企業の人材

確保につながるよう、ものづくり企業と工業高校等との交流会を開催する。 

 

創業の促進 

 

○大阪産業創造館における創業支援    (再掲) 当初１２４百万円、補正２４８百万円 

〔合計３７２百万円〕 

・ 創業形態や課題別のコンサルティング、セミナー、ワークショップ等、多様なニー

ズに対応した支援メニューを提供し、創業を促進する。 

・ 創業期の企業の経営安定や発展に向け、創業直後～3年目程度の事業者を対象に、

会社組織の運営に関する対応等をはじめ固有の課題に応じたプログラムを実施す

る。 
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地域経済の活性化に向けた取組の推進 

 

地域経済活力の創出支援 

                      

○地域経済活力創造事業            当初３６百万円、補正７０百万円 

〔合計１０６百万円〕 

・ 地域の中小企業に、より身近な場で支援サービスを利用してもらえるよう、区役所

と連携して経営相談を実施するとともに、担当者間の情報共有や施策案内ツールの

整備等、各区の実情に合った区役所の経営相談機能の充実につなげる。 

・ 区役所のコーディネートのもとで、地域の多様な主体（商店街、ものづくり企業、

商工団体、住民、NPO等）が協働し、一体となって進める地域活性化の活動を促進

するため、各区の実情に応じた取組の提案や、地域の活動状況などを共有する担当

者間の情報交換会等の開催、専門家の派遣、資金面での支援等を行う。 

 

○コミュニティビジネス（CB）等の創業や経営力強化の支援 当初３百万円、補正５百万円 

〔合計７百万円〕 

・ CB等の普及・啓発等を担う市民局と連携しながら、CB等の創業に関する講義により、

基本的知識等の習得機会を提供することで意欲を喚起し創業を促進する。また、コ

ーディネータ等によるコンサルティングを通じ、事業プランの策定や経営面のアド

バイスを行う。 

 

地域商業集積の活性化 

○商業魅力向上事業                               補正６３百万円 

・ 商店街等が取り組む集客力向上に向けたイベントや少子高齢化等に対応するソフ

ト事業、来街者の安全性・快適性の確保に必要なアーケード・街路灯などのハー

ド事業を支援する。 

                                
○大阪あきない祭り事業                    補正１０百万円 
・ 商店街等への集客と回遊、販売促進に市域全体で取り組む期間イベントを実施

する。 

                             

○商店街等における外国人観光客の受入促進           補正２２百万円 
・ 増加する外国人観光客の集客力強化や消費拡大に向けて、商店街等が取り組む

案内モニターの設置や商店街マップの制作を支援する。 
・ 中国の春節など訪日外国人観光客の増加が見込まれる機会を捉え、民間事業者

や関係機関等との連携により、プロモーションや受入を促進する取組を展開する。 
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成長分野や海外市場へのチャレンジ促進 

 

成長分野への参入促進 

                                  

○成長産業チャレンジ支援事業               当初２２百万円、補正１百万円 

〔合計２３百万円〕 

・ 「環境・エネルギー」や「健康・医療」分野における、新製品・サービスの実現に

向けた研究開発等に対する資金面での支援を実施する。また、地域金融機関等との

連携強化による事業化資金の調達支援の取組をはじめ、産業支援機関や経済団体を

含めた様々な機関と連携し、事業化プロジェクトの推進を支援する。 

 

○健康・医療分野のビジネス創出事業（ロボットテクノロジー・ヘルスケア）   

                      当初４２百万円、補正８２百万円 

〔合計１２４百万円〕 

・ ロボットテクノロジーの活用による介護・医療機器関連をはじめとした製品・サー

ビスの開発や、癒し・抗疲労分野での商品開発など、健康・医療分野への中小企業

の参入を促進するため、各種のマッチングや研究会などを実施する。 

                                 

○革新的技術の事業化促進事業                 当初１３百万円、補正２２百万円 

〔合計３５百万円〕 

 

・ 研究成果や革新的な技術を活用した新製品・サービスの実現を促進するため、産学

連携による共同研究やベンチャー企業等における事業化に向けた活動（マーケティ

ング、資金調達等）を支援する。 

 

○クリエイティブ産業創出・育成支援事業    当初３６百万円、補正８７百万円 

〔合計１２３百万円〕 

・ 「クリエイティブネットワークセンター大阪 メビック扇町」を中心に、クリエイ

ターのネットワークを構築・強化するとともに、クリエイターとものづくり企業等

とのマッチング、新たな製品・サービス開発や取引を開拓できるプロデューサー人

材の育成などを実施し、クリエイティブビジネスの取引・販路の拡大や活性化につ

なげる。 

 

海外市場への展開促進   

                

○海外市場に向けた製品開発・販路開拓等の支援 当初３２百万円、補正７７百万円 

〔合計１０９百万円〕 

・ アジア新興国など、海外での販路開拓をめざす中小企業に対し、国際ビジネス情報

の提供をはじめ、海外市場の動向やニーズを熟知したコーディネータが、売れる製

品づくりのアドバイス、海外見本市出展まで一貫して支援するなど、売り先に応じ

たものづくりや販路開拓を総合的に支援する。 


